
路 線 名 等 櫛木川

入　札　情　報
契 約 番 号 68100-507-110109

工 事 名 Ｒ７徳土　櫛木川　鳴・北灘櫛木　河道掘削工事（２）

最 低 制 限 価 格 制 度 適用

設 計 金 額 （ 税 抜 ） 2,324,000円

工 事 箇 所 鳴門市北灘町櫛木（第２分割）

工 事 種 別 土木一式工事

入 札 方 式 指名競争入札　価格競争　

開 札 場 所 徳島県東部県土整備局徳島庁舎３階入札室

契 約 予 定 日 令和 7年12月 4日（木）

予 定 工 期 令和 7年12月 5日から令和 8年 5月23日まで

入 札 書 提 出 予 定 期 間
令和 7年11月25日（火）　 8時30分から
令和 7年11月27日（木）　12時00分まで

内 訳 書 提 出 必要

設 計 図 書 等 閲 覧 場 所 徳島県入札情報サービス（県ＰＰＩ）

設 計 図 書 等 閲 覧 期 間
令和 7年11月14日（金）　から
令和 7年11月27日（木）　まで

　徳島県東部県土整備局＜徳島＞河川・砂防整備第二担当
　　　電話番号　088-653-8946

工 事 概 要

施工延長　L=725m、河道掘削　V=360m3

備 考

・本入札の執行に関すること及び落札者に求める提出書類等は、指名通
知書の「備考欄」を御覧ください。
・当該指名競争入札において、他社と役員の重複がある場合は、申し出
ること。
・この入札は、最低制限価格制度を適用します。
・紙閲覧を希望する事業者は、問い合わせ先の契約・指導担当まで連絡
してください。
・本工事の落札者は、建設業法第20条の２第２項の規定に基づき、工期
又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認める
ときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に「建設業法
第20条の２第２項に基づく通知書」を提出してください。

 *この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

　徳島県東部県土整備局＜徳島＞契約・指導担当
　　　電話番号　088-653-8812

問 い 合 わ せ 先

徳島市南末広町６－３６
・入札及び契約に関すること

・工事（委託業務）内容に関すること
　　　E-mail    toubu_ks_t@pref.tokushima.lg.jp

開 札 予 定 日 時 令和 7年11月28日（金）　 8時40分


